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税務情報 

国税庁 － 「非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のた
めの報告制度（FAQ）」の公表 

2024年度税制改正では、OECDで策定された非居住者に係る暗号資産等取引情
報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「暗号資産等報告枠
組み」（CARF: Crypto-Asset Reporting Framework）を実施するために、国内
の暗号資産交換業者等に対し非居住者の暗号資産等に係る取引情報を税務当局
に報告することを義務付ける「非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交
換のための報告制度」が法制化されました。本制度は、2026年から暗号資産交
換業者等による対象取引の特定手続が行われ、2027年には、暗号資産交換業者
等から税務当局へ 2026年分の報告が行われるとともに、租税条約等に基づき、
「暗号資産等報告枠組み」に従った税務当局間の自動的情報交換が開始されま
す。 

国税庁は 9月 22日、本制度に関する情報を集約して掲載している「暗号資産等
報告枠組み（CARF）に基づく自動的情報交換に関する情報（「CARFコーナー」）」
の「FAQ」のページにおいて、以下の資料を公表しました。 

 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度（FAQ）
（PDF 600KB）

この FAQは 2026年 1月 1日付施行の法令に基づいて作成されたもので、全 26

問の Q&A を用いて、本制度の概要や暗号資産等取引実施者による暗号資産交
換業者等への届出書の提出、暗号資産交換業者等による届出書の記載事項の確
認及び報告事項の所轄税務署長への提供等について詳細に解説しています。 

なお、「Q4 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度
の概要について教えてください。」の「（概要）」「4 その他の留意事項」には、
本制度は「暗号資産等報告枠組み」に従った自動的情報交換を実施する法律と
して立案されたものであることから、その規定の解釈・運用は、原則として「暗
号資産等報告枠組み」のガイダンスである OECDのコメンタリーを踏まえてな
されることになるとして、OECD のウェブサイトに掲載されているコメンタリ
ーのリンクが掲載されています。 
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《参考情報》 

OECD は、上記の「暗号資産等報告枠組み」の策定とともに、税務当局間で非
居住者の金融口座情報を提供し合う自動的情報交換に関する国際基準である
「共通報告基準」（CRS: Common Reporting Standard）についても改訂を行
いました。2024年度税制改正では、この改訂を踏まえて「非居住者に係る金融
口座情報の自動的交換のための報告制度」の見直しも行われています。（見直し
後の本制度の実施スケジュールは、「非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動
的交換のための報告制度」と同様とされています。） 

これに伴い、国税庁は 9月 22日、本制度に関する情報を集約して掲載している
「共通報告基準（CRS）に基づく自動的情報交換に関する情報（「CRS コーナ
ー」）」の「FAQ」のページにおいて、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交
換のための報告制度（FAQ）（令和 8年 1月 1日以降用）」（PDF 942KB）を公
表しました。FAQは、2016年に初版が公表された後、数回にわたり改訂されて
きましたが、今回公表された FAQは、2016年に公表された初版の FAQが「共
通報告基準」の改訂を踏まえて全面改訂されたものです。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/faq.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0025009-018.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0025009-018.pdf
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